
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ケイ酸カルシウム硬化体の粉砕物と水を含む混合物を成形して成形体とする工程と、
　前記成形体を炭酸化反応により硬化させてケイ酸カルシウム炭酸化硬化体とする工程と
、
　 前記炭酸化硬化体を水熱反応により再硬化させる工程と、
を含むことを特徴とする建築材料の製造方法。
【請求項２】
　ケイ酸カルシウム硬化体の粉砕物と水を含む混合物を成形して成形体とする工程と、
　前記成形体を炭酸化反応により硬化させてケイ酸カルシウム炭酸化硬化体とする工程と
、
　前記炭酸化硬化体の表面に対して水溶性リン酸化合物の水溶液を塗布した後、当該硬化
体を水熱反応により再硬化させるとともに、硬化体の表面ないし表層部に対してアパタイ
ト化合物を合成させる工程と、
を含むことを特徴とする建築材料の製造方法。
【請求項３】
　請求項２に記載の建築材料の製造方法において、
　前記水溶性リン酸化合物がリン酸及び／またはリン酸塩であることを特徴とする建築材
料の製造方法。
【請求項４】
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　請求項３に記載の建築材料の製造方法において、
　前記リン酸塩が、第一リン酸ナトリウム、第二リン酸ナトリウム、第三リン酸ナトリウ
ム、ピロリン酸ナトリウム、第一リン酸カリウム、第二リン酸カリウム、第三リン酸カリ
ウム、ピロリン酸カリウム、第一リン酸アンモニウム、第二リン酸アンモニウム、第三リ
ン酸アンモニウム、第一リン酸カルシウム、リン酸水素アンモニウムナトリウム、ピロリ
ン酸水素ナトリウム、ピロリン酸水素カリウム、ピロリン酸アンモニウム、メタリン酸ナ
トリウム、メタリン酸アンモニウムよりなる群から選ばれる一種または二種以上であるこ
とを特徴とする建築材料の製造方法。
【請求項５】
　請求項１ないし請求項 の何れかに記載の製造方法により得られることを特徴とする建
築材料。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ケイ酸カルシウム硬化体本来の吸放湿性能を備えるとともに、寸法安定性や
アセトアルデヒドやホルムアルデヒド等の揮発性有機物質の吸着性能に優れた建築材料及
び建築材料の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　多孔質体であるケイ酸カルシウムは、不燃材料として知られ、また、軽量で熱的にも安
定な物質であることから、種々の形状の成形体に成形され、吸着性能を備えた建築材料や
保温材料として広く使用されている。一般に、このケイ酸カルシウムの合成は、常温養生
や蒸気養生でも可能であるが、水熱条件下で行うことが、強度面や寸法の安定性に有利で
ある。また、ケイ酸質原料と石灰質原料を反応させ、ケイ酸カルシウムを結晶化させるに
も、同様に水熱反応が必要とされる。
【０００３】
　また、ケイ酸カルシウムを硬化させる方法としては、炭酸ガスと反応させ硬化させる炭
酸化反応が知られており、この炭酸化反応は、排熱等の二酸化炭素（ＣＯ２ ）ガスを固定
化できることから二酸化炭素（ＣＯ２ ）排出による温暖化抑制となる。ケイ酸カルシウム
を炭酸化させた調湿建材としては、例えば、非晶質シリカ等を所定の条件により炭酸化硬
化反応により硬化させ、比表面積が８０～２５０ｍ２ ／ｇ、平均細孔直径が１．５～３０
．０ｎｍとした調湿建材が提供されている（例えば、特許文献１）。
【０００４】
　一方、近年、建築構造物における高気密化が進み、シックハウス症候群の原因とされる
アセトアルデヒドやホルムアルデヒド等の揮発性有機物質、異臭の強いアンモニア等が発
生するという問題が生じている。従って、細菌やウィルスなども含む空気中の汚染物質の
吸着が必要とされてきており、建築構造物を構成する建築材料としても、これらの物質の
吸着性能を備えたものが求められている。
【０００５】
　また、骨や歯などの生体硬組織の主成分として知られるヒドロキシアパタイトは、Ｃａ

１ ０ （ＰＯ４ ）６ （ＯＨ）２ なる一般組成をもち、イオン交換能やタンパク質の吸着能の
みならず、アルデヒド類やアンモニアなどの吸着能、ならびに細菌やウィルスの吸着能等
の各種性能を有する機能性無機材料である。この吸着能に優れるヒドロキシアパタイトに
代表されるアパタイト化合物は、例えば、塗料に配合されて、建築材料の表面に塗布する
ことにより、建築材料に対して吸着能を付与するようにしている。
【０００６】
　ここで、表面に対してアパタイトを備えた建築材料に適用される、アパタイトを配合し
た塗料としては、例えば、遠赤外線放射セラミックスの微粉末とヒドロキシアパタイトの
微粉末を混合してなり、吸着性に加えて、抗菌、防カビ、防湿、保温等の面で優れた効果
を発揮する塗布剤が提供されている（例えば、特許文献２）。また、表面に対してアパタ
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イトを備えた建築材料としても、クリヤー層の焼き付け塗膜層中に銀イオンを担持させた
アパタイト系担持体からなる抗菌剤を含有する塗料を表面に塗布した抗菌性プレコート金
属板が提供されている（例えば、特許文献３）。
【０００７】
【特許文献１】特開２００２－３０７３５号公報（［請求項１］，［００２０］）
【特許文献２】特開平８－１４１５０５号公報（［請求項１］，［図１］）
【特許文献３】特開平８－３２５４８３号公報（［請求項１］，［０００８］）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、特許文献１に開示される炭酸化反応により硬化された調湿建材は、調湿
性能には優れるが、吸水－加熱による変化率が大きくなり、例えば、ＪＩＳ　Ａ５４３０
に規定された吸水長さ変化率を満足せず内装材として不適当である。そこで、ケイ酸カル
シウム以外に骨材を添加することで、吸水長さ変化率を小さくする等の方法があるが、骨
材を添加することによって、ケイ酸カルシウムの添加量が低下してしまい、吸放湿性能を
低下させてしまうという問題が生じていた。
【０００９】
　一方、成形体の吸着性能を向上させるべく、前記した特許文献２及び特許文献３に開示
されるアパタイトを含有する塗料を、ケイ酸カルシウムを基材とする硬化体の表面に適用
した場合にあっては、ケイ酸カルシウムが多孔質体であることも伴い、当該アパタイト化
合物をケイ酸カルシウムの基材表面に対して良好に密着させることができないという問題
が生じていた。また、この密着性の問題もあり、アパタイトの有する吸着性能等をケイ酸
カルシウム硬化体に対して効果的に付与することができないのが実状であった。
【００１０】
　従って、本発明の第１の目的は、ケイ酸カルシウム硬化体本来の吸放湿性能を備えると
ともに、寸法安定性に優れた建築材料及び建築材料の製造方法を提供することにあり、本
発明の第２の目的は、第１の目的に加え、ケイ酸カルシウム硬化体の表面ないし表層部に
対して、ヒドロキシアパタイトに代表されるアパタイト化合物を合成させ、当該アパタイ
ト化合物を強固に密着させた建築材料及び建築材料の製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　前記の課題を解決するために、本発明の第１発明に係る建築材料の製造方法は、ケイ酸
カルシウム硬化体の粉砕物と水を含む混合物を成形して成形体とする工程と、前記成形体
を炭酸化反応により硬化させてケイ酸カルシウム炭酸化硬化体とする工程と、

前記炭酸化硬化体を水熱反応により再硬化させる工程と、を含むことを特徴
とする。
【００１２】
　この本発明の第１発明に係る建築材料の製造方法は、ケイ酸カルシウム硬化体の粉砕物
と水を含む混合物を成形して成形体とし、この成形体を炭酸化反応により硬化させてケイ
酸カルシウム炭酸化硬化体として、更にこの炭酸化硬化体を水熱反応により再硬化させる
構成を採用する。従って、得られる建築材料はケイ酸カルシウム硬化体本来の吸放湿性能
を備えるとともに、寸法安定性に優れた建築材料を提供可能とするものである。
　また、構成材料であるケイ酸カルシウムは不燃材料であるため、吸放湿性能とともに、
不燃性にも優れたものとなる。
　更には、この製造方法は、ケイ酸カルシウム硬化体の粉砕物を多量に配合できることか
ら、建築廃材等のリサイクル材の有効利用が可能であり、環境問題にも効果的に対応する
ことができる。
【００１３】
　また、本発明の第２発明に係る建築材料の製造方法は、ケイ酸カルシウム硬化体の粉砕
物と水を含む混合物を成形して成形体とする工程と、前記成形体を炭酸化反応により硬化
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させてケイ酸カルシウム炭酸化硬化体とする工程と、前記炭酸化硬化体の表面に対して水
溶性リン酸化合物の水溶液を塗布した後、当該硬化体を水熱反応により再硬化させるとと
もに、硬化体の表面ないし表層部に対してアパタイト化合物を合成させる工程と、を含む
ことを特徴とする。
【００１４】
　この本発明の第２発明に係る建築材料の製造方法は、前記した第１発明に係る製造方法
の製造過程において得られたケイ酸カルシウム炭酸化硬化体の表面に対して水溶性リン酸
化合物の水溶液を塗布した後、この硬化体を水熱反応により再硬化させるとともに、硬化
体の表面ないし表層部に対してアパタイト化合物を合成させるようにしている。従って、
得られる建築材料は、前記した第１発明に係る製造方法により得られる建築材料の奏する
効果を享受することに加え、炭酸化反応により得られた炭酸カルシウムのカルシウム成分
と、水溶性リン酸化合物の水溶液のリン酸成分とが反応し、ケイ酸カルシウム炭酸化硬化
体の表面ないしは表層部に対してアパタイト化合物を合成し、当該硬化体の表面ないしは
表層部においてケイ酸カルシウムとアパタイト化合物との粒子の絡みが形成されることに
より、アパタイト化合物が強固に密着され、吸着性能にも優れた建築材料を提供可能とす
る。
　ここで、本発明において、「表層部」とは、特には限定されないが、例えば、建築材料
（ケイ酸カルシウム炭酸化硬化体）の表面からの深さが約１ｍｍ程度の部分を示す。
【００１５】
　本発明の第２発明に係る建築材料の製造方法は、前記した水溶性リン酸化合物がリン酸
及び／またはリン酸塩であることが好ましく、このうち、リン酸塩が、第一リン酸ナトリ
ウム、第二リン酸ナトリウム、第三リン酸ナトリウム、ピロリン酸ナトリウム、第一リン
酸カリウム、第二リン酸カリウム、第三リン酸カリウム、ピロリン酸カリウム、第一リン
酸アンモニウム、第二リン酸アンモニウム、第三リン酸アンモニウム、第一リン酸カルシ
ウム、リン酸水素アンモニウムナトリウム、ピロリン酸水素ナトリウム、ピロリン酸水素
カリウム、ピロリン酸アンモニウム、メタリン酸ナトリウム、メタリン酸アンモニウムよ
りなる群から選ばれる一種または二種以上であることが特に好ましい。
　かかる本発明によれば、塗布される水溶液に含有される水溶性リン酸化合物をリン酸や
リン酸塩からなるものとし、また、このうちリン酸塩の種類を特定することにより、ケイ
酸カルシウム炭酸化硬化体の表面ないし表層部に対するアパタイト化合物の合成をより一
層効率的に進行させることができる。
【００１７】
　そして、本発明の建築材料は、前記した本発明の製造方法により得られることを特徴と
するものであり、前記した作用・効果を好適に奏する建築材料を提供する。
　すなわち、本発明の第１発明により得られる建築材料は、吸放湿性能が良好であるとと
もに、寸法安定性能にも優れることとなる。また、第２発明により得られる建築材料は、
このような性能に加えて、表面及び表層部に対して吸着性能に優れたアパタイト化合物が
強固に密着して合成されているため、シックハウス症候群の原因とされるアセトアルデヒ
ドやホルムアルデヒド等の揮発性有機物質や、異臭の強いアンモニアや、各種細菌やウィ
ルス等の空気中の汚染物質を好適に吸着することができるといった効果を好適に奏するこ
とができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　本発明の第１発明に係る建築材料の製造方法は、ケイ酸カルシウム硬化体の粉砕物と水
を含む混合物を成形して成形体とする工程と、前記成形体を炭酸化反応により硬化させて
ケイ酸カルシウム炭酸化硬化体とする工程と、前記炭酸化硬化体を水熱反応により再硬化
させる工程とを含むものである。このようにして、ケイ酸カルシウムの粉砕物を含む成形
体を炭酸化反応により硬化させた後、更に水熱反応により再硬化させることにより、ケイ
酸カルシウム硬化体本来の吸放湿性能を備えるとともに、寸法安定性に優れた建築材料を
得ることができる。
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【００１９】
　ここで、本発明の製造方法を実施するに際して、ケイ酸カルシウム硬化体としては、例
えば、ケイ酸カルシウムからなり、形状として板状、ブロック状、瓦状、造作部材等の繊
維強化セメント板、窯業系サイディング、オートクレーブ養生軽量気泡コンクリート（Ａ
ＬＣ）、セメント瓦等の所定形状の硬化体を適宜使用することができる。また、例えば、
セメント、ケイ酸質原料、石灰質原料及び水を含む混合物を所定の形状に成形した原料成
形体を、所定の条件で水熱反応等させるようにして硬化させたものをケイ酸カルシウム硬
化体として用いてもよい。
【００２０】
　また、このケイ酸カルシウム硬化体を粉砕させて粉砕物を得る手段としては、特に制限
はなく、従来公知の手段を使用することができ、例えば、ロッドミル、ボールミル、振動
ミル等のミル粉砕などの種々の粉砕手段により、ケイ酸カルシウム硬化体の粉砕物を効率
的に得ることができる。
【００２１】
　また、ケイ酸カルシウム硬化体の粉砕物の形状は、特に制限はなく、粒子状、粉状等の
各種形状とすることができる。また、粉砕物の平均粒径（Ｄ５０％）は、一般に、１～１
００μｍ程度であることが好ましく、１～２０μｍ程度であることが特に好ましい。
【００２２】
　本発明の第１発明に係る建築材料の製造方法は、このケイ酸カルシウム硬化体の粉砕物
を水と混合して混合物とする。添加する水の量は混合物を成形体とする成形方法により適
宜決定すればよい。
【００２３】
　また、前記の混合物に対しては、必要により繊維補強材を添加するようにしてもよく、
繊維補強材を添加することにより、最終的に得られる建築材料の機械的強度をより優れた
ものとすることができる。使用可能な繊維補強材としては、例えば、セルロース繊維、ポ
リプロピレン繊維、アラミド繊維、ガラス繊維、炭素繊維、炭化ケイ素繊維、ステンレス
繊維などを挙げられ、セルロース繊維としては、針葉樹晒しクラフトパルプ（ＮＢＫＰ）
、広葉樹晒しクラフトパルプ（ＬＢＫＰ）の一種または二種以上を使用してもよい。これ
らの繊維補強材は、原料成形体全体に対して１～１０質量％程度添加することができ、こ
れら繊維補強材は、所定の混合手段により、原料成形体に対して均一に混合、分散するよ
うにすればよい。
【００２４】
　なお、本発明の第１発明に係る建築材料の製造方法を実施するに際しては、本発明の効
果を妨げない範囲において、混合物に対して高分子系バインダー、木片、ガラスビーズ等
の任意成分を適宜添加するようにしてもよい。
　また、混合物に対しては混和材を添加してもよく、例えば、パーライト、樹脂バルーン
等の軽量化材など、ケイ酸カルシウムを構成材料とする建築材料に添加する従来公知の混
和材を適宜添加することができる。
【００２５】
　前記の構成材料からなる成形体は、次のようにして得ることができる。すなわち、前記
した構成材料を所定の割合で混合した後、適量の水を添加するようにして混合物とする。
この混合物を成形体とする成形方法として、抄造成形、脱水プレス成形、押出成形等の公
知の成形方法を用いることができる。
【００２６】
　成形方法として抄造成形や脱水プレス成形を用いる場合は、構成材料に対して多量の水
を混合して、スラリー状とした後、任意の条件により構成材料を成形するようにすればよ
い。なお、抄造成形や脱水プレス成形を行うに際しては、その成形時において、凝集剤を
添加してもよく、このようにして成形時に凝集剤を添加することにより、成形性の向上を
図ることができる。
【００２７】
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　成形方法として押出成形の場合は、少量の水とセルロース系の押出助剤を混入して混合
攪拌することにより粘土状の混練物として、任意の成形条件により成形するようにすれば
よい。ここで、押出成形は各原料の比重差による不均一が少ない成形方法であるので、平
板はもとより、回り縁、見切縁、窓枠等建築材料としての意匠性に富む成形体の成形を可
能とする。
【００２８】
　また、基材への呈色として無機顔料を添加し、混合撹拌することで色付けが可能である
。ここで、押出成形は各原料の比重差による不均一が少ない成形方法であるので、顔料が
均一に混合でき、少ない添加量で呈色が可能となる。無機顔料としては、酸化鉄、水酸化
鉄、酸化チタン、炭酸カルシウム等を採用することができる。添加量は基材の強度を損な
わない範囲で添加できる。
【００２９】
　次に、このようにして得られたケイ酸カルシウム粉砕物を含む成形体を、炭酸化反応を
用いて硬化させてケイ酸カルシウム炭酸化硬化体を得る。この炭酸化反応は、例えば、市
販された炭酸ガスを用いて、成形体を、炭酸ガス濃度が２～１００％、温度が０～１００
℃、湿度が５０～９５％ＲＨの雰囲気中で、１日～７日（２４～１６８時間）程度放置す
ることにより行うことができる。
【００３０】
　なお、この炭酸化反応により、ケイ酸カルシウムの粉砕物を含む成形体が硬化されてケ
イ酸カルシウム炭酸化硬化体となるとともに、ケイ酸カルシウムのトバモライト中のカル
シウム成分が炭酸カルシウムとなり、細孔を多数備えた非晶シリカとなる。また、炭酸カ
ルシウムは、その主成分がカルサイトだけではなく、微細なバテライトも生成し、これら
の生成物により、大きさが数ｎｍの微細孔を備えた比表面積の大きいケイ酸カルシウム炭
酸化硬化体となる。
【００３１】
　本発明の第１発明に係る建築材料の製造方法は、このケイ酸カルシウム炭酸化硬化体を
、水熱反応を用いて再硬化することにより、建築材料を得るものである。
　この水熱反応は、オートクレーブを用いて実施することができる。水熱反応の条件とし
ては、特に制限はないが、温度を１００～１５０℃程度として、１～１８時間程度とすれ
ばよい。このように、ケイ酸カルシウム炭酸化硬化体に対して水熱反応を行うことにより
、当該硬化体が再硬化されることとなり、水熱反応を行わないものと比較して寸法精度の
優れた建築材料を得ることができる。
【００３２】
　そして、水熱反応が行われた硬化体に対しては、必要により乾燥処理を施すことが好ま
しい。ここで、乾燥処理の条件は、ケイ酸カルシウム硬化体の含水状態等により適宜決定
すればよい。
【００３３】
　この本発明の第１発明に係る建築材料の製造方法によれば、ケイ酸カルシウム硬化体の
粉砕物と水を含む混合物を成形して成形体とし、この成形体を炭酸化反応により硬化させ
てケイ酸カルシウム炭酸化硬化体として、更にこの炭酸化硬化体を水熱反応により再硬化
させるので、ケイ酸カルシウム硬化体本来の吸放湿性能を備えるとともに、寸法安定性に
優れた建築材料を提供可能とするものである。
　また、構成材料であるケイ酸カルシウムは不燃材料であるため、吸放湿性能とともに、
不燃性にも優れた建築材料となる。
　更には、本発明の第１発明に係る製造方法は、ケイ酸カルシウム硬化体の粉砕物を多量
に配合できることから、建築廃材等のリサイクル材の有効利用が可能であり、環境問題に
も効果的に対応することができる。
【００３４】
　そして、かかる第１発明に係る製造方法により得られた建築材料も、不燃性であり、吸
放湿性能が良好であるとともに、寸法安定性にも優れることから、例えば、高気密化され
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た住宅、店舗、図書館、博物館等の建物における壁材や天井材等の構成材として適用可能
な建築材料となる。
【００３５】
　次に、本発明の第２発明に係る建築材料の製造方法は、前記した第１発明に係る製造方
法の製造過程において得られたケイ酸カルシウム炭酸化硬化体の表面に対して水溶性リン
酸化合物の水溶液を塗布した後、この硬化体を水熱反応により再硬化させるとともに、硬
化体の表面ないし表層部に対してアパタイト化合物を合成させるようにするものである。
【００３６】
　ここで、使用される水溶液リン酸化合物は、リン酸やリン酸塩からなるようにすること
が好ましく、これらを単独で使用してもよく、また、リン酸とリン酸塩を組み合わせて使
用してもよい。
【００３７】
　このうち、リン酸塩としては、第一リン酸ナトリウム、第二リン酸ナトリウム、第三リ
ン酸ナトリウム、ピロリン酸ナトリウム、第一リン酸カリウム、第二リン酸カリウム、第
三リン酸カリウム、ピロリン酸カリウム、第一リン酸アンモニウム、第二リン酸アンモニ
ウム、第三リン酸アンモニウム、第一リン酸カルシウム、リン酸水素アンモニウムナトリ
ウム、ピロリン酸水素ナトリウム、ピロリン酸水素カリウム、ピロリン酸アンモニウム、
メタリン酸ナトリウム、メタリン酸アンモニウム等が挙げられる。これらのリン酸塩は、
一種を単独で使用してもよく、また、二種以上を組み合わせて使用してもよい。
【００３８】
　リン酸系水溶液の濃度は、特に制限はないが、概ね、５～３０質量％程度とすればよく
、また、成形体に対してのリン酸系水溶液の塗布量は、当該水溶液を前記の濃度とした場
合には、１０～５００ｇ／ｍ２ 程度とすればよい。
【００３９】
　ケイ酸カルシウム炭酸化硬化体に対してリン酸系水溶液を塗布した後に行われる水熱反
応は、第１発明と同様にオートクレーブを用いて実施することができる。水熱反応の条件
としては、特に制限はないが、温度を１００～１５０℃程度として、１～１８時間程度と
すればよい。このように、表面にリン酸系水溶液を塗布したケイ酸カルシウム炭酸化硬化
体に対して水熱反応を行うことにより、当該硬化体が再硬化されることとなり、寸法精度
が向上するとともに、ケイ酸カルシウム炭酸化硬化体の表面ないし表層部に対するアパタ
イト化合物の合成が好適に行われることになる。
【００４０】
　そして、水熱反応が行われ、表面ないし表層部に対するアパタイト化合物の合成が行わ
れたケイ酸カルシウム炭酸化硬化体に対しては、第１発明と同様に、必要により乾燥処理
を施すことが好ましい。ここで、乾燥処理の条件は、ケイ酸カルシウム炭酸化硬化体の含
水状態等により適宜決定すればよい。
【００４１】
　このようにして実施される本発明の第２発明に係る建築材料の製造方法は、前記した第
１発明に係る製造方法により奏される効果を享受することに加え、炭酸化反応により得ら
れた炭酸カルシウムのカルシウム成分と、水溶性リン酸化合物の水溶液のリン酸成分とが
反応しており、ケイ酸カルシウム炭酸化硬化体の表面ないしは表層部に対してアパタイト
化合物を合成するようにしているので、当該硬化体の表面ないしは表層部においてケイ酸
カルシウムとアパタイト化合物との粒子の絡みが形成され、アパタイト化合物が強固に密
着され、吸着性能にも優れた建築材料を製造できることとなる。
【００４２】
　また、アパタイト化合物が合成、密着されるケイ酸カルシウム炭酸化硬化体自体が多孔
質体であるから、リン酸系水溶液を塗布した場合には、ケイ酸カルシウム硬化体の表面か
ら表層部にかけてリン酸塩水溶液等が浸透しやすい状態となっているため、ケイ酸カルシ
ウム硬化体に対してアパタイト化合物の吸着性能を表面のみならず表層部まで付与するこ
とができる。
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【００４３】
　そして、本発明の第２発明に係る建築材料の製造方法によれば、炭酸化反応により形成
された炭酸カルシウムの一部のカルシウムが遊離することにより、炭酸カルシウム全体の
形骸は損なわれることなく、一部のカルシウム部分が抜けることにより、より多孔質な状
態となり、アセトアルデヒドやホルムアルデヒド等の揮発性有機物質の吸着力が更に向上
された建築材料を好適に提供可能とする。
【００４４】
　そして、この第２発明に係る製造方法により得られる建築材料は、表面及び表層部に吸
着性能に優れたアパタイト化合物が強固に密着して合成されているため、シックハウス症
候群の原因とされるアセトアルデヒドやホルムアルデヒド等の揮発性有機物質や、異臭の
強いアンモニアや、各種細菌やウィルス等の空気中の汚染物質を好適に吸着することがで
きるため、前記した第１発明に係る製造方法により得られた建築材料を適用可能な分野に
加えて、病院、老人の保護施設、トイレ、喫煙室等の天井材、壁材等といった環境浄化タ
イプの各種分野に適用可能な建築材料となる。
【００４５】
　なお、前記した第１発明や第２発明に係る製造方法において、水熱反応が行われた後の
再硬化されたケイ酸カルシウム炭酸化硬化体の表面に対しては、光触媒を塗布して光触媒
層を形成するようにしてもよい。
【００４６】
　ここで、使用される光触媒としては、酸化チタン（ＴｉＯ２ ）、酸化亜鉛（ＺｎＯ）、
酸化鉄（Ｆｅ２ Ｏ３ ）などを使用することができる。また、酸化アンチモン（ＳｎＯ２ ）
、酸化タングステン（ＷＯ３ ）などの光触媒機能を有する物質を使用してもよい。
【００４７】
　そして、これらの光触媒の塗布方法としては、特に制限はなく、スプレーコーティング
やロールコーティングなどの従来公知の塗布方法を用いて塗布することができる。
　また、このようにして光触媒を塗布したら、必要により、温度を４０～１２０℃として
１～６時間乾燥させることにより、ケイ酸カルシウム炭酸化硬化体の表面に対して光触媒
層が強固に形成されることとなる。
【００４８】
　このようにして、水熱反応後における再硬化されたケイ酸カルシウム炭酸化硬化体（建
築材料）の表面に対して光触媒を塗布して光触媒層を形成することにより、前記した第１
発明及び第２発明に係る製造方法ないしは建築材料により奏される効果に加えて、得られ
る建築材料に対して脱臭、抗菌などの機能を好適に付与することができる。
【００４９】
　なお、以上説明した態様は、本発明の一態様を示したものであって、本発明は、前記し
た実施形態に限定されるものではなく、本発明の目的及び効果を達成できる範囲内での変
形や改良が、本発明の内容に含まれるものであることはいうまでもない。また、本発明を
実施する際における具体的な構成や手段等は、本発明の目的及び効果を達成できる範囲内
において、他の構成や手段等としてもよい。
　例えば、前記した第１発明及び第２発明に係る建築材料の製造方法における水熱反応に
あっては、当該水熱反応の温度内で分解しない樹脂材料、例えば、ポリビニルアルコール
等の樹脂材料を本発明の効果を妨げない範囲において添加することもでき、これにより、
得られる建築材料の強度の向上を図ることができる。
　その他、本発明の実施における具体的な構成や手段等は、本発明の目的を達成できる範
囲で他の構成等としてもよい。
【実施例】
【００５０】
　以下、実施例及び参考例を挙げて、本発明をより具体的に説明する。なお、本発明は実
施例の内容に限定されるものではない。
【００５１】
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　［実施例１］
　　板状建築材料の製造（１）：
（１）ケイ酸カルシウム硬化体粉砕物の製造：
　まず、ケイ酸カルシウム硬化体として硬質ケイ酸カルシウム板（硬質ラックス：神島化
学工業（株）、比重　１．０）を、市販の乾式ミル（孔径　１．７ｍｍ）を用いて、平均
粒径が５～１５μｍとなるように粉砕して、ケイ酸カルシウム硬化体の粉砕物を得た。
【００５２】
（２）ケイ酸カルシウム成形体の製造：
　表１に示す配合に従って、使用原料として（１）で得られたケイ酸カルシウム硬化体の
粉砕物、繊維補強材、押出助剤としてメチルセルロース、無機顔料と水とを混合して混合
材料とした後、市販のモルタルミキサーを用いて、攪拌数５０ｒｐｍとして１０分間混練
して、流動性を帯びた混練物を得た。なお、使用原料の詳細を下記に示した。
【００５３】
　（  使用原料  ）
　　繊維補強材　：　ポリプロピレン（繊維の太さ　１００デシテックス、繊維長　３ｍ
　　　　　　　　　　ｍ）
　　押出助剤　　：　水溶性メチルセルロース
　　無機顔料　　：　弁柄（酸化第二鉄）
【００５４】
　（  原料構成  ）
【表１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００５５】
　次に、得られた混練物を、市販の押出成形機により、サイズが長さ３４０ｍｍ×幅３４
０ｍｍ×厚さ１０ｍｍに成形し、板状の成形体を得た。
【００５６】
（３）ケイ酸カルシウム炭酸化硬化体の製造：
　（２）で得られた成形体を、市販の炭酸ガス（炭酸ガス濃度　２０％）を用い、温度を
３０℃、湿度を６０％ＲＨとした炭酸ガス雰囲気中で４８時間放置して炭酸化反応させて
、
ケイ酸カルシウム炭酸化硬化体を得た。
【００５７】
（４）ケイ酸カルシウム炭酸化硬化体の再硬化：
　得られたケイ酸カルシウム炭酸化硬化体を市販のオートクレーブを用いて、圧力を０．
４９ＭＰａ、温度を１５１℃として、１０時間水熱反応を行って再硬化させた。更に、１
２０℃で１２時間乾燥させることにより、本発明の板状建築材料を得た。
【００５８】
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　［実施例２］
　　建築材料の製造（２）：
　前記した実施例１の（３）で得られたケイ酸カルシウム炭酸化硬化体の表面に対して、
第一リン酸アンモニウム塩を１８質量％で含有したリン酸塩水溶液を、塗布量として５０
ｇ／ｍ２ の割合で塗布した後、オートクレーブを用いて、圧力を０．１１ＭＰａ、温度を
１２１℃として１０時間水熱反応を行って再硬化させるとともに、ケイ酸カルシウム炭酸
化硬化体の表面ないし表層部に対してアパタイト化合物を合成させた。
　そして、表面ないし表層部にアパタイト化合物が合成されたケイ酸カルシウム炭酸化硬
化体を１２０℃で１２時間乾燥して、本発明の板状建築材料を得た。
【００５９】
　［参考例１］
　前記した実施例１の（３）で得られたケイ酸カルシウム炭酸化硬化体を水熱反応させず
再硬化させなかった以外は実施例１と同様な方法を用いて、板状建築材料（板状のケイ酸
カルシウム炭酸化硬化体）を得た。
【００６０】
　［試験例１］
　前記した実施例１、実施例２及び参考例１で得られた板状建築材料について、建築材料
としての性能を確認すべく、かさ比重、曲げ強度、吸水率、吸水長さ変化率を測定して評
価した。なお、前記の測定項目のうち、かさ比重、吸水率および吸水長さ変化率について
は、ＪＩＳ　Ａ５４３０に準拠した方法により測定した。また、曲げ強度については、Ｊ
ＩＳ　Ａ１４０８に準拠した方法により測定した。結果を表２に示す。
【００６１】
　（  結　果  ）
【表２】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００６２】
　表２からわかるように、実施例１、２の製造方法で得られた建築材料はいずれも硬化し
ており、かさ比重、曲げ強度、吸水率といった特性については、水熱反応を行わなかった
参考例１の建築材料と遜色なく、ケイ酸カルシウム炭酸化硬化体に水熱反応を行なうこと
による炭酸カルシウムの破壊はないことが確認できた。
　加えて、実施例１、２で得られた板状建築材料は、比較例１のそれと比べて、寸法安定
性の指標となる吸水長さ変化率も低く、吸水に対する十分な寸法安定性を備えていること
が確認できた。
【００６３】
　また、実施例２により得られた板状建築材料は、アパタイト化合物の生成によるケイ酸
カルシウムの破壊あるいはアパタイト化合物の生成によるケイ酸カルシウムの合成によっ
ても、諸特性には支障がないことが確認できた。
【００６４】
　なお、図１には、参考例１で得られた板状建築材料の表面、図２には、実施例２で得ら
れた板状建築材料の表面を、電子顕微鏡により倍率を１５００倍にて示す電子顕微鏡写真
である。図２に示すように、実施例１で得られた建築材料の表面には、花弁状のアパタイ
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ト化合物が析出しているのが分かる。
【００６５】
　そして、図３は、参考例１及び実施例２で得られた板状建築材料の表面について、Ｘ線
粉末回折法による測定結果を示した。ここで、「Ｓ」は二酸化ケイ素（石英：ＳｉＯ２ ）
、「Ｈ」はヒドロキシアパタイト（Ｃａ１ ０ （ＰＯ４ ）６ （ＯＨ）２ ）、「Ｃ」は炭酸カ
ルシウム（ＣａＣＯ３ ）のピークを示す。図３に示すように、参考例１で得られた板状建
築材料には、「Ｃ」（炭酸カルシウム）のピークが示されており、炭酸カルシウム結晶が
生成しているのが分かる。一方、実施例２で得られた板状建築材料には、「Ｈ」（ヒドロ
キシアパタイト）のピークが示されており、アパタイト結晶の生成が認められる。
【００６６】
　［試験例２］
　　吸放湿性能評価（１）：
　実施例１，２及び参考例１で得られた吸放湿性建築材料の吸放湿性能を、建材試験セン
ター規格 (ＪＳＴＭ　Ｈ　６３０２ )に準拠した方法により測定・評価した。
　具体的には、板状の吸放湿性建築材料を１００ｍｍ角に切断したサンプルを、温度　３
０℃、湿度　５３％ＲＨに設定した恒温恒湿器に静置して、所定の質量となるまで養生し
て、その状態で恒量を測定した（条件１）。
【００６７】
　次に、恒量後、恒温恒湿器からサンプルを取り出して、表面以外の５面をアルミニウム
テープにてシールした後、温度　３０℃、湿度　７５％ＲＨに設定した恒温恒湿器に２４
時間保持した（条件２）。
　そして、２４時間経過後、温度　３０℃、湿度　５３％ＲＨに設定した恒温恒湿器に２
４時間保持した（条件３）。この条件１～条件３を１サイクルとして、経過時間に対する
吸放湿量（測定時のサンプルの重量から恒量を引いた値を１ｍ２ あたりの値に換算）を確
認してプロットしてグラフとした。結果を図４に示す。
【００６８】
　なお、測定は、条件２の開始時を０として、当該開始時から１時間、２時間、４時間、
８時間、２４時間経過後に行い、また、条件３の開始時から１時間、２時間、４時間、８
時間、２４時間経過後（条件２の開始時から２５時間、２６時間、２８時間、３２時間、
４８時間経過後）に行った。
【００６９】
　図４の結果からわかるように、参考例１の板状建築材料（ケイ酸カルシウム炭酸化硬化
体）と参考例１の炭酸化硬化体を水熱反応して再硬化させた実施例１の板状建築材料の吸
放湿性能は大差なく、これより、炭酸化硬化体に対して水熱反応を施して炭酸化硬化体を
再硬化させても吸放湿性能に影響はないということが確認できた。
【００７０】
　また、実施例１の板状建築材料の表面ないし表層部にアパタイト化合物を合成した実施
例２の建築材料も、参考例１の板状建築材料の吸放湿性能と大差なく、これより、水熱反
応を施して炭酸化硬化体を再硬化させ、かつ、表面ないし表層部にアパタイト化合物を合
成しても吸放湿性能に影響はないということが確認できた。これは、合成されるアパタイ
ト化合物が多孔質なため、硬化体の吸放湿性能に阻害しないためと考えられる。
【００７１】
　［実施例１ａ］
　　光触媒層を形成した板状建築材料の製造：
　実施例１で得られた板状建築材料の表面に光触媒（ＡＴ－０１：（株）光触媒研究所製
）を、３０ｇ／ｍ２ となるようにスプレーコーティングした後、５０℃で１時間乾燥して
、板状建築材料の表面に光触媒層を形成した（以下、これらを、実施例１ａの板状建築材
料という）。
【００７２】
　［試験例３］
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　　吸放湿性能評価（２）：
　このようにして得られた実施例１ａ及び前記した実施例１の板状建築材料を、試験例２
と同様の方法で吸放湿性能を測定・評価した。結果を図５に示す。
【００７３】
　図５の結果からわかるように、表面に光触媒層を形成した実施例１ａと、光触媒層を形
成しない実施例１を比較しても、吸放湿性能には差異はほとんど見られなかった。従って
、表面に光触媒層を形成しても吸放湿性能に影響はないということが確認できた。
【００７４】
　［試験例４］
　　光触媒性能の評価（アセトアルデヒドの分解能の確認）：
　実施例１ａで得られた表面に光触媒層を形成した板状建築材料をサイズ１００ｍｍ×１
００ｍｍに切断してサンプルとした。このサンプルを１．０５リットルのプラスチック製
循環容器の中に入れ、容器内にアセトアルデヒドを３μリットル注入した後、光源として
１５Ｗ×５本、及び紫外線強度１．５ｍＷ／ｃｍ２ のＢＬ（ブラックライト）を用いて、
時間経過に対する容器内のアセトアルデヒドの濃度変化をガスクロマトグラフィーを用い
て測定した。結果を図６に示す。
【００７５】
　図６の結果から分かるように、時間の経過とともに容器内のアセトアルデヒド濃度は低
下しており、表面に光触媒層を備えた実施例１ａの板状建築材料がアセトアルデヒドの分
解能を備えていることが確認できた。
【産業上の利用可能性】
【００７６】
　本発明は、不燃性であり、吸放湿性能が良好であるとともに、寸法安定性にも優れるこ
とから、例えば、高気密化された住宅、店舗、図書館、博物館等の建物における壁材や天
井材等の構成材として適用可能であり、また、病院、老人の保護施設、トイレ、喫煙室等
の天井材、壁材等として有利に使用することができる建築材料を好適に提供可能とするも
のである。
【図面の簡単な説明】
【００７７】
【図１】参考例１で得られた板状建築材料の表面の電子顕微鏡写真を示す図である（倍率
　１５００倍）。
【図２】実施例２で得られた板状建築材料の表面の電子顕微鏡写真を示す図である（倍率
　１５００倍）。
【図３】参考例１及び実施例２で得られた板状建築材料の表面のＸ線粉末回折法の測定結
果を示した図である。
【図４】試験例２における経過時間と吸放湿量の関係を示したグラフである。
【図５】試験例３における経過時間と吸放湿量の関係を示したグラフである。
【図６】試験例４における時間経過と容器内のアセトアルデヒドの濃度の関係を示したグ
ラフである。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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